
 

 

資料 3-1 

 
 

女性のチャレンジ総合支援事業  
 
１  目  的 

 「働きたい」「社会貢献したい」など様々なチャレンジをしたい女性を支援し、女性

の能力が十分発揮され活力ある男女共同参画社会を実現する。 

 

２  事業内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額  １２，６００千円 

 

 

 

 

 

女性が「いつでも、どこでも、何度でも」チャレンジできるよう、ライフステー

ジに応じた様々なチャレンジを総合的に支援する。 

 

 （１）チャレンジ＆お仕事相談 

・専任の相談員による相談窓口の設置 

 

 （２）経済的に困難な女性のチャレンジ支援 

・女性の働き方講座（パソコン講座＋事業所体験）の開催 

・ＤＶ被害者を対象とした就業支援セミナーの開催 

 

 （３）若年女性無業者のチャレンジ支援 

・グループ相談会の実施 

 

（４）女性からの政策提言講座の開催 

・地域課題の発見から解決にいたるノウハウや技術を学ぶ講座の 

実施（県内２か所） 

 

（５）市町村の取組支援 

・市町村等職員研修の実施 

 

女性の様々なチャレンジを支援         



 

 

資料 3-2 

 
 

ドメスティック・バイオレンス対策の推進  
  

１  目  的 

県と市町村、関係機関、ＤＶ被害者を支援する民間団体が連携し、ＤＶ被害者

の相談・支援体制を強化するとともに、ＤＶの防止啓発を行う。 

 

２  事業内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額   １４，５３１千円 

 

 

①ＤＶ被害者の支援体制の強化 

 配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ被害者の相談、保護、自立支援を充

実するとともに、関係機関連携会議を開催する。 

②ＤＶ防止普及啓発 

 ＤＶ防止出前講座やＤＶ防止フォーラム等によるＤＶ防止啓発を行うととも

に、若い世代に対するデートＤＶ防止講座を実施する。 

③民間支援団体の育成支援 

  シェルター運営など被害者支援を行う民間団体に対して、活動費を助成する。 

 

ドメスティック・バイオレンス総合対策事業費  １０，１９６千円  

 

ＤＶ被害を受けた母子の心のケアを行うため、被害母子の自立への活力を引き

出す心理教育プログラムのモデル実施と、講師の養成を行う。 

 

①心理教育プログラムのモデル実施 

 市町村との共催により、県内３か所で心理教育プログラムを実施する。 

②心のケア講師養成講座の開催 

 被害母子が身近な地域で心理教育プログラムを受けられるよう、人材育成と講

師のネットワーク化を図る。 

③心のケア研修会の開催 

 地域での取組を促進するため、市町村職員や民間支援団体スタッフを対象とし

た研修会を開催する。 

④こどもほっとクラブの実施 

 心理教育プログラムの定着を図るためのフォローアップを行う。 

ＤＶ被害母子心のケア事業（新規）       ４，３３５千円  


